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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脈管内プローブであって、
　遠位部と近位部とを備えた外装と、
　前記外装に沿って延伸する第１光学導波路であって、前記遠位部と前記近位部との間で
光放射を伝達するよう構成された第１光学導波路と、
　前記遠位部に設けられた光学台であって、内部に前記第１光学導波路の遠位端が取り付
けられると共に、前記外装内で長手方向回転軸の周りを回転可能な光学台と、
　前記光学台上に設けられ、前記第１光学導波路と光学連通した第１ビーム方向転換器と
、
　前記外装に沿って延伸する第２光学導波路であって、前記遠位部と前記近位部との間で
光放射を伝達するよう構成され、前記光学台内に取り付けられた遠位端を有する、第２光
学導波路と、
　前記光学台上に設けられると共に、前記第２光学導波路と光学連通した第２ビーム方向
転換器と、
　前記遠位部に設けられ、かつ前記光学台に結合された超音波トランスデューサであって
、超音波エネルギーを前記脈管内プローブと伝搬媒体との間で結合するよう構成された超
音波トランスデューサと、
　前記外装に沿って延伸すると共に、前記超音波トランスデューサと電気連通した電線と
を含み、
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　また、ハウジングは、カテーテルの遠位端に位置しており、赤外線を送受信する光学台
と、超音波エネルギーを送受信する超音波トランスデューサとを含み、
　前記第１ビーム方向転換器と前記第２ビーム方向転換器とは前記光学台の長手方向回転
軸に沿って離間されている、脈管内プローブ。
【請求項２】
　前記第１ビーム方向転換器が、前記第１光学導波路から該方向転換器に入射する軸方向
ビームの光放射を、半径方向成分を備えた方向に沿って伝搬するビームに方向転換するよ
う構成された、請求項１に記載の脈管内プローブ。
【請求項３】
　光放射を前記第１光学導波路から受け取るよう構成された光学検出器を更に含む、請求
項１に記載の脈管内プローブ。
【請求項４】
　光放射を前記第１光学導波路に結合するよう構成された光学源を更に含む、請求項１に
記載の脈管内プローブ。
【請求項５】
　前記光学源が赤外線を放射するよう構成されている、請求項４に記載の脈管内プローブ
。
【請求項６】
　前記第１光学導波路が光ファイバを含む、請求項１に記載の脈管内プローブ。
【請求項７】
　前記第１ビーム方向転換器が光学反射体を含む、請求項１に記載の脈管内プローブ。
【請求項８】
　前記第１ビーム方向転換器がプリズムを含む、請求項１に記載の脈管内プローブ。
【請求項９】
　前記第１ビーム方向転換器が、前記第１光学導波路の遠位先端における屈曲部を含む、
請求項１に記載の脈管内プローブ。
【請求項１０】
　前記超音波トランスデューサが圧電トランスデューサを含む、請求項１に記載の脈管内
プローブ。
【請求項１１】
　前記外装が赤外線に対して透明な材料を含む、請求項１に記載の脈管内プローブ。
【請求項１２】
　前記第１ビーム方向転換器が、前記超音波トランスデューサに強固に接続されている、
請求項１に記載の脈管内プローブ。
【請求項１３】
　前記第１ビーム方向転換器が、前記超音波トランスデューサに柔軟に接続されている、
請求項１に記載の脈管内プローブ。
【請求項１４】
　前記第１ビーム方向転換器が、前記外装の長手方向軸に対する第１軸方向位置から光を
放射するよう構成される一方、前記超音波トランスデューサは、前記第１軸方向位置から
超音波エネルギーを放射するよう構成されている、請求項１に記載の脈管内プローブ。
【請求項１５】
　前記第１ビーム方向転換器が、前記外装の長手方向軸に対する第１軸方向位置から光を
放射するよう構成される一方、前記超音波トランスデューサは、前記第１軸方向位置とは
異なる第２軸方向位置から超音波エネルギーを放射するよう構成されている、請求項１に
記載の脈管内プローブ。
【請求項１６】
　前記第１光学導波路と前記電線とを囲む回転可能ケーブルを更に含み、該回転可能ケー
ブルが、前記第１ビーム方向転換器と前記超音波トランスデューサとを同軸で回転させる
よう構成されている、請求項１に記載の脈管内プローブ。
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【請求項１７】
　前記外装の長手方向軸周りに環状に配置された複数のビーム方向転換器と、
前記複数のビーム方向転換器と光学連通した複数の光学導波路と、
前記長手方向軸周りに環状に配置された複数の超音波トランスデューサとを更に含む、請
求項１に記載の脈管内プローブ。
【請求項１８】
　前記超音波トランスデューサが前記光学台に強固に接続されている、請求項１に記載の
脈管内プローブ。
【請求項１９】
　前記超音波トランスデューサが前記光学台に柔軟に接続されている、請求項１に記載の
脈管内プローブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は管腔を診断するための装置に関し、特に、不安定プラークを検出するための装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アテローム性動脈硬化症は、血管壁の変性を特徴とする血管疾患である。こうした変性
は、患部血管の離散部位すなわちポケットで発生するとプラークと呼ばれる。ある種のプ
ラークは、脳卒中又は心筋梗塞などの急性イベントに関係している。こうしたプラークは
「不安定プラーク」と呼ばれる。不安定プラークは、典型的には、薄い線維性被膜により
血液から分離した脂質を保持した貯留を含んでいる。線維性被膜は、管腔内の圧力上昇や
血管痙攣に反応して破壊され、プラークの内部が血液流に曝されることがある。結果とし
て生じる血栓は、虚血や塞栓の離脱に至ることがある。
【０００３】
　不安定プラークの位置を特定する一つの方法としては、赤外線で動脈壁を透視するもの
がある。これを行うためには、カテーテルを動脈の管腔に挿入する。こうしたカテーテル
は、動脈壁上のある箇所を赤外線で照らすための送出ファイバを含んでいる。この光の一
部は血液及び動脈壁を通過して、動脈壁内部の構造体に当たって散乱し、管腔に再び入る
。こうして再び入った光はカテーテル内の収集ファイバにより収集可能であり、分光分析
に供せられる。この種の拡散反射分光法を用いて、脂質内容などの不安定プラークに関連
すると考えられる重要な成分を含んだ、動脈組織の化学組成を特定できる。
【０００４】
　不安定プラークの位置を特定する別の方法としては、管腔を囲む動脈組織の形状を検出
するため血管内超音波診断法（ＩＶＵＳ）を用いるものがある。この方法を行うには、カ
テーテルを動脈の管腔に挿入する。カテーテルは、超音波エネルギーを動脈壁に向けて送
出する超音波トランスデューサを含んでいる。反射した超音波エネルギーは超音波トラン
スデューサにより受信され、動脈組織の形状を測量するのに利用される。動脈組織の形態
に関するこの測量図は、不安定プラークに関連した線維性被膜を検出するのに利用できる
。
発明の概要
【０００５】
　本発明は、同一プローブ内で、赤外分光法と血管内超音波診断法という２つの検出様式
を組み合わせると、不安定プラークなどの障害を検出するプローブの能力が向上するとい
う認識に基づいている。
【０００６】
　一様態では、本発明は、遠位部と近位部とを備えた外装を具備する脈管内プローブを含
む。前記脈管内プローブは、前記外装に沿って延伸する第１光学導波路であって、前記遠
位部と前記近位部との間で光放射を伝達するよう構成された第１光学導波路と、前記遠位
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部に設けられると共に、前記第１光学導波路と光学連通した第１ビーム方向転換器とを含
む。更に、前記脈管内プローブは、前記第１光学導波路から光放射を受け取るよう構成さ
れた光学検出器と、前記遠位部に設けられた超音波トランスデューサとを含む。前記超音
波トランスデューサは、超音波エネルギーを前記脈管内プローブと伝搬媒体との間に結合
するよう構成されている。電線が前記外装に沿って延伸し、前記超音波トランスデューサ
と電気連通している。
【０００７】
　実施形態によっては、前記脈管内プローブは、前記外装に沿って延伸する第２光学導波
路を含む。前記第２光学導波路は、前記遠位部と前記近位部との間に光放射を伝達するよ
う構成されている。又、この種の実施形態は、前記遠位部に設けられると共に、前記第２
光学導波路と光学連通した第２ビーム方向転換器を含む。
【０００８】
　幾つかの実施形態では、前記第２ビーム方向転換器は、前記第２光学導波路から該方向
転換器に入射する軸方向ビームの光放射を、半径方向成分を備えた方向に沿って伝搬する
ビームに方向転換するよう構成されている。
【０００９】
　別の実施形態では、前記脈管内プローブは、光放射を前記第２光学導波路に結合するよ
う構成された光学源を含む。
【００１０】
　別の様態では、本発明は、遠位部と近位部とを備えた外装を具備した脈管内プローブを
含む。前記脈管内プローブは、前記外装に沿って延伸する第１光学導波路であって、前記
遠位部と前記近位部との間で光放射を伝達するよう構成された第１光学導波路と、前記遠
位部に設けられると共に、前記第１光学導波路と光学連通した第１ビーム方向転換器とを
含む。前記脈管内プローブは、前記外装に沿って延伸する第２光学導波路であって、前記
遠位部と前記近位部との間で光放射を伝達するよう構成された第２光学導波路と、前記遠
位部に設けられると共に、前記第２光学導波路と光学連通した第２ビーム方向転換器とを
更に含む。前記脈管内プローブは、前記遠位端に設けられた超音波トランスデューサも含
む。前記超音波トランスデューサは、超音波エネルギーを前記脈管内プローブと伝搬媒体
との間に結合するよう構成されている。電線が前記外装に沿って延伸し、前記超音波トラ
ンスデューサと電気連通している。光学導波路の一例は光ファイバである。
【００１１】
　一実施形態では、前記脈管内プローブは、光放射を前記第１光学導波路から受け取るよ
う構成された光学検出器を更に含む。
【００１２】
　別の実施形態では、前記脈管内プローブは、光放射を前記第１光学導波路に結合するよ
う構成された光学源を含む。前記光学源は赤外線を放射するよう構成できる。
【００１３】
　一実施形態では、前記第１ビーム方向転換器は光学反射体を含む。しかし、前記第１ビ
ーム方向転換器は、プリズム又は前記第１光学導波路の遠位先端に設けた屈曲部を更に含
むこともできる。
【００１４】
　別の実施形態では、前記超音波トランスデューサは圧電トランスデューサを含む。
【００１５】
　別の実施形態では、前記外装は、赤外線に対して透明な材料を含む。
【００１６】
　幾つかの実施形態では、前記第１ビーム方向転換器は前記超音波トランスデューサに強
固に接続されている。他の実施形態では、前記第１ビーム方向転換器は前記超音波トラン
スデューサに柔軟に接続されている。
【００１７】
　幾つかの実施形態では、前記第１ビーム方向転換器は、前記外装の長手方向軸に対する
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第１軸方向位置から光を放射するよう構成される一方、前記超音波トランスデューサは、
前記第１軸方向位置から超音波エネルギーを放射するよう構成されている。他の実施形態
では、前記第１ビーム方向転換器は、前記外装の長手方向軸に対する第１軸方向位置から
光を放射するよう構成される一方、前記超音波トランスデューサは、前記第１軸方向位置
とは異なる第２軸方向位置から超音波エネルギーを放射するよう構成されている。
【００１８】
　幾つかの実施形態では、前記脈管内プローブは、前記第１光学導波路と前記電線とを囲
む回転可能ケーブルを含み、該回転可能ケーブルは、前記第１ビーム方向転換器と前記超
音波トランスデューサとを同軸で回転させるよう構成されている。他の実施形態では、前
記脈管内プローブは、前記外装の長手方向軸周りに環状に配置された複数のビーム方向転
換器と、前記複数のビーム方向転換器と光学連通した複数の光学導波路と、前記長手方向
軸周りに環状に配置された複数の超音波トランスデューサとを含む。
【００１９】
　本明細書では、「赤外」という語句は、赤外、近赤外、中間赤外、遠赤外、又は極端遠
赤外を意味する。
【００２０】
　他に特に定義していない限り、本明細書で用いる科学技術用語は、本発明が属する分野
の通常の技能を備えた当業者が一般に理解する意味と同一である。本明細書に記載したも
のと類似又は同等の方法及び材料を、本発明の実施又は試験に用いることができるが、適
切な方法及び材料は後述する。本明細書で言及するすべての刊行物、特許出願、特許、及
び他の引用文献は、その全体を引用して援用する。矛盾が生じた場合は、定義も含めて本
明細書が優先する。更に、これら材料、方法、及び例は、例示的なものであって限定する
意図はない。
【００２１】
　本発明のその他の特徴及び利点は、次の詳細な説明及び特許請求の範囲から明らかとな
るはずである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　プラークが破裂する脆弱性は、マクロファージの存在、局所的な温度上昇、及び薄い線
維性被膜に覆われた脂質に富んだ貯留などの特徴の組合せを検出することで評価できる。
検出様式によっては、これら特徴の何れか１つの検出にしか適さないものもある。
【００２３】
　図１Ａ及び１Ｂは、患者の動脈壁１０４中の不安定プラーク１０２を識別するための２
つの検出様式を組み合わせる脈管内プローブ１００の一実施形態を示す。赤外線分光法を
用いて脂質内容を検出する化学分析と、血管内超音波診断法を用いて被膜厚さを検出する
形態計測分析とを組み合わせることによって、何れか一方の検出様式だけを用いた場合よ
り潜在的に不安定なプラークの識別における選択性が向上する。これら２つの検出様式は
、血液を含有する環境においても高い選択性を実現できる。
【００２４】
　図１Ａを参照すると、脈管内プローブ１００はカテーテル１１２を含み、このカテーテ
ル１１２はその遠位端１１１に案内ワイヤ管腔１１０を備える。図１Ｂを参照すると、案
内ワイヤ管腔１１０内に通される案内ワイヤ１０８を用いて、脈管内プローブ１００を動
脈の管腔１０６に挿入できる。カテーテル１１２の外層は、赤外線を透過させる材料（例
えばポリマー）で構成された外装１１４である。ハウジング１１６はカテーテル１１２の
遠位端に位置しており、赤外線を送受信する光学台１１８と、超音波エネルギーを送受信
する超音波トランスデューサ１２０とを含む。送出ファイバ１２２及び収集ファイバ１２
３が、カテーテル１１２の遠位端と近位端との間に延在しており、これらファイバは光学
台１１８に取り付けた遠位端を備えている。光源（図示しない）が、光を送出ファイバ１
２２の近位端内に結合し、送出ミラー１２４が、送出ファイバ１２２の遠位端から放射さ
れた光１２５を動脈壁１０４に方向転換する。収集ミラー１２６は、動脈壁１０４内の様
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々な深さから散乱する光１２７を収集ファイバ１２３の遠位端内に方向転換する。送出ミ
ラー１２４及び収集ミラー１２６に代えて、他のビーム方向転換器を用いてもよい（例え
ば、プリズムや光ファイバ先端に設けた屈曲部）。収集ファイバ１２３の近位端は、光学
検出器（図示しない）と光学連通している。光学検出器が、収集ファイバ１２３内の光の
強度を示す電気信号を発生する。この電気信号は、動脈壁１０４の組成を示す分光シグネ
チャーを含み、特に、この組成が不安定プラーク１０２に見られる脂質の存在と一致した
組成かどうかを示す分光シグネチャーを含む。この電気信号の分光シグネチャーは、ハー
ドウェア、ソフトウェア、又はそれらの組合せで実現されるスペクトル分析器（図示しな
い）を用いて分析できる。
【００２５】
　別法としては、図１Ｃに示した実現例における脈管内プローブ１８０では、単一の光フ
ァイバ１４０を送出ファイバ１２２及び収集ファイバ１２３の代わりに用いることができ
る。管腔内壁１０４から直接的に散乱光を収集することにより、管腔１０６内の血液中を
通過する光の伝搬に起因する散乱を回避できる。結果として、別個の収集ファイバ及び送
出ファイバを提供する必要もなくなる。その代わり、単一のファイバ１４０を、非外傷性
光カプラ１４２を用いた光の収集及び送出のために使用できる。図１Ｃを参照すると、非
外傷性光カプラ１４２は、動脈壁１０４の接触域１４４上に静止している。図１Ｃに示し
たように配置すると、非外傷性光カプラ１４２は、ファイバ１４０を軸方向に伝わる光を
接触域１４４に差し向ける。非外傷性光カプラ１４２から出た光は、動脈壁１０４を通過
し、動脈壁１０４の裏側にあるプラーク１０２などの構造体を照らす。これら構造体は光
の一部を散乱させ、接触域１４４に返す。すると、この光の一部は接触域２６から動脈壁
１０４を介して再出現する。非外傷性光カプラ１４２はこの再出現した光を収集し、ファ
イバ１４０内に差し向ける。光ファイバ１４４の近位端は、光源と光学検出器との両方に
（例えば、光サーキュレータを用いて）結合できる。
【００２６】
　超音波トランスデューサ１２０は光学台１１８に長手方向で隣接しており、超音波エネ
ルギー１３０を動脈壁１０４に差し向け、動脈壁１０４から反射した超音波エネルギー１
３２を受け取る。超音波トランスデューサ１２０は時分割多重化を用いており、送信する
超音波エネルギー１３０と受信する超音波エネルギー１３２とを電線１２８に伝わる電気
信号に結合できる。例えば、第１時間間隔において、電線１２８を伝わる電気信号が超音
波トランスデューサ１２０を駆動して、それに対応した超音波信号を出力させることがで
きる。そして第２時間間隔において、超音波信号が動脈壁から反射した後、超音波トラン
スデューサ１２０が電線１２８を伝わる電気信号を発生する。この電気信号は受信した超
音波信号に対応する。受信した電気信号を用いて、動脈壁内部で検出されたプラーク１０
２があれば、その被膜厚さを含んだ動脈壁の形状を復元できる。
【００２７】
　外装１１４内部には、超音波トランスデューサ１２０を囲む食塩水又は他の流体などの
伝搬媒体１３４が音響伝搬を向上させるために入れられている。又、伝搬媒体１３４は、
光学台１１８から放射される赤外線に対して透明である。
【００２８】
　ハウジング１１６に取り付けられたトルクケーブル１３６が、光ファイバ１２２及び電
線１２８を囲んでいる。モータ（図示しない）がトルクケーブル１３６を回転させること
により、ハウジング１１６も回転させる。この特徴によって、脈管内プローブ１００は、
光１２４と超音波エネルギーとで動脈壁１０４を円周方向に走査することが可能になる。
【００２９】
　動作時には、脈管内プローブ１００を、血管、典型的には動脈に案内ワイヤ１０８を用
いて挿入する。一実施例では、脈管内プローブ１００を非連続的な段階で挿入し、段階毎
にプローブを完全に一回転させる。この場合、光学及び超音波データを非連続的な円形路
に沿って収集できる。別法では、脈管内プローブ１００を連続的に挿入し、この場合は軸
方向移動と回転が同時進行する。この場合、光学及び超音波データは連続的な螺旋路に沿
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って収集される。いずれせよ、収集した光学データを用いて動脈壁１０４の３次元的スペ
クトル図表を生成でき、収集した超音波データを用いて、動脈壁１０４の３次元の形態学
的図表を生成できる。次に、光学台１１８と超音波トランスデューサ１２０との相対位置
に基づいて、光学データと超音波データとの対応付けを行う。収集したデータは実時間で
使用可能であり、脈管内プローブ１００が動脈を通過する時に、不安定プラークを診断し
たり、これら２つの検出様式により識別可能な特性を持つ他の障害を識別したりできる。
脈管内プローブ１００は、赤外分光法及び血管内超音波診断法という２つの診断様式に加
え、随意選択で他の診断又は治療様式を実行するための構造体を含むこともできる。
【００３０】
　図２は、脈管内プローブ２００の第２実施形態の断面図であり、このプローブ２００で
は、可とう性カップリング２４０が光学台２１８と超音波トランスデューサ２２０とを連
結している。カテーテルを血管内に挿入する時は、剛性要素をなるべく短くしておくとカ
テーテルが血管の形状に対応しやすくなるので有利となりうる。脈管内プローブ２００は
、光学台２１８と超音波トランスデューサ２２０との間で屈曲するという利点を備えてい
るので、このプローブ２００は、血管系内の蛇行状経路を通り抜け可能となる。しかし、
脈管内プローブ２００から収集した光学及び超音波データは、脈管内プローブ１００から
収集した光学及び超音波データほどは互いに正確に対応しないこともある。一つの理由は
、光学台２１８と超音波トランスデューサ２２０とが、第１実施形態の脈管内プローブ１
００の光学台及びトランスデューサに比べてより離間しているからである。従って、これ
らは異なる螺旋経路に沿ってデータを収集する。カテーテルの挿入速度が既知であれば、
光学データと超音波データとの対応を決定する際にこの経路差を考慮できる。しかし、光
学台２１８と超音波トランスデューサ２２０との可とう性カップリング２４０が配置され
ていることから、図１Ａの実施形態に比べてこれが困難となる場合もある。
【００３１】
　図３Ａ及び３Ｂは、脈管内プローブ３００が光学台３１８と超音波トランスデューサ３
２０とを備えた第３実施形態の断面図を示す。光学台３１８及び超音波トランスデューサ
３２０は横方向に互いに隣接しており、外装３１４の長手方向軸３５０に対して同じ軸方
向位置からそれぞれ光と超音波エネルギーとを放射する。図３Ａは、光学台３１８及び超
音波トランスデューサ３２０の放射端の平面図を示す。図３Ｂは、光及び超音波エネルギ
ーが同一の軸方向位置から放射されることを示した側面図であり、ハウジング３１６が同
時に回転且つ移動されて、光及び超音波エネルギー３５０が概ね同一の螺旋経路を描く。
これにより収集した光学データと超音波データとの対応付けが容易となる。光学データと
超音波データとの時間オフセットは既知の回転速度から特定できる。
【００３２】
　図４は第４実施形態の断面図を示し、ここで脈管内プローブ４００は、図３Ａ及び３Ｂ
に関連して説明したように、互いに隣接し且つ対向する光学台４１８と超音波トランスデ
ューサ４２０とを備える。しかし、本実施形態では、光４５２は一方の側から放出され、
超音波エネルギー４５４は反対側から放射される。この構成によれば、脈管内プローブ４
００の直径は、光学台４１８及び超音波トランスデューサ４２０の形状寸法によっては脈
管内プローブ３００の直径よりも小さくなる。直径が小さくなれば、脈管内プローブはよ
り細い血管を通過できることがある。
【００３３】
　図５は第５実施形態の断面図を示し、ここで脈管内プローブ５００は、固定コア５３６
と、放射状に配列した光カプラ５１８と、放射状に配列した超音波トランスデューサ５２
０とを備える。固定コア５３６を備えた第５実施形態は、コアが回転する上述の実施形態
よりも信頼性が高くなることがある。これは、第５実施形態にはトルクケーブルのような
可動部分が無いからである。可動部分が無いことにより、外装５１４が万一破裂しても動
脈壁が可動部分に接触しないので、脈管内プローブ５００の安全性が向上する。
【００３４】
　脈管内プローブ５００は半径方向全てからデータを同時に収集できるので、診断速度が
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向上する。或いは、脈管内プローブ５００は異なる時刻に異なる位置からデータを収集で
きるので、光が隣接する光ファイバから収集されたり、超音波エネルギーが隣接するトラ
ンスデューサから収集されたりすることによる漏話の可能性が減少する。スペクトル図表
及び／又は形態学的図表の半径方向の分解能は、回転コアを備えた実施形態で作成される
図表よりは低くなるが、解像度がどの程度異なるかは光ファイバ及び超音波トランスデュ
ーサの数に依存する。光ファイバ及び／又は超音波トランスデューサを多数配置すれば半
径方向の解像度は向上するが、脈管内プローブ５００が大きくなりすぎて、血管によって
は挿入できないこともあり得る。
【００３５】
　脈管内プローブ５００は、同心状の案内ワイヤ管腔５１０を通過する案内ワイヤ５０８
に沿って血管に挿入できる。同心状の案内ワイヤ管腔５１０を用いたカテーテル挿入には
、軸心を逸れた遠位端案内ワイヤ管腔１１０の使用に比べて利点がある。一つの利点は、
案内ワイヤ５０８が絡まる可能性が減少することである。別の利点としては、挿入時にユ
ーザがワイヤに同軸の負荷をかけるため、同心状の案内ワイヤ管腔５１０ではトラッカビ
リティが向上する。又、同心状の案内ワイヤ管腔５１０を用いると、案内ワイヤ５０８が
光ファイバ及び超音波トランスデューサの視野の外に位置することになる。
【００３６】
　これら脈管内プローブは直径が十分小さいカテーテルを備えているため、プローブを細
い血管にも挿入できる。図６Ａ及び６Ｂは、回転コア（図１乃至４）及び固定コア（図５
）を備えた実施形態のカテーテルの横断面図を比較したものである。
【００３７】
　図６Ａに示した回転コアカテーテル６６０は、赤外分光法用の光学信号を伝達する一対
の光ファイバ６２２と、血管内超音波診断法用の電気信号を伝達する一対の電線６２８と
を中空のトルクケーブル６３６内部に備えている。カテーテル６６０の外装６１４の直径
は、トルクケーブル６３６の寸法により制限される。
【００３８】
　図６Ｂに示した固定コアカテーテル６７０は、動脈壁の４つの四分円から、光学信号と
血管内超音波診断法用の電気信号とをそれぞれ伝える四対の光ファイバ６７２と、四対の
電線６７４とを備えている。トルクケーブルは不要だが、カテーテル６７０の外装６７６
には、四分円それぞれに一対の光ファイバ６７２と一対の電線６７４とを収容するだけの
直径が必要である。
　他の実施形態
【００３９】
　本発明をその詳細な説明に関連して記載してきたが、上述の説明は例示を意図したもの
であり、本発明の範囲を限定するものではない。又、本発明の範囲は、添付した特許請求
の範囲によって定義される。他の局面、利点、及び変更も次の特許請求の範囲に入る。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】（Ａ）　カテーテルの遠位端に案内ワイヤ管腔を備えた脈管内プローブの断面図
である。　（Ｂ）　回転コア及び光学台と超音波トランスデューサとの間の剛性カップリ
ングを備えた図１Ａに示した脈管内プローブの別の断面図である。　（Ｃ）　単一の光フ
ァイバを備えた図１Ｂに示す脈管内プローブの実現例の断面図である。
【図２】回転コア及び光学台と超音波トランスデューサとの間の可とう性カップリングを
備えた脈管内プローブの断面図である。
【図３】（Ａ乃至Ｂ）　回転コアを備えた脈管内プローブ内に配置された、横方向に隣接
した単方向性光学台と超音波トランスデューサとの平面図及び断面図を示す。
【図４】回転コアと、横方向に隣接し且つ対向した光学台と超音波トランスデューサとを
備えた脈管内プローブの断面図である。
【図５】固定コアと、放射状に配列した光カプラと、放射状に配列した超音波トランスデ
ューサとを備えた脈管内プローブの断面図である。
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【図６】（Ａ乃至Ｂ）　回転コア及び固定コアを備えたカテーテルの横断面図を比較した
ものである。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】
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